
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則 

 

（
平
成
十
九
年
二
月
一
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
七
号
） 

改
正 

平
成
二
二
年
四
月 

九
日
規
則
第
四
号 

 

平
成
二
二
年
六
月
二
八
日
規
則
第
十
号 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
職
員
が
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
青
森 

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
十
二
号
。
以
下 

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
再
度
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
養
育
の
方
法
） 

第
二
条 

条
例
第
三
条
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
育
児
休
業
並
び
に
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
こ
れ
に
類
す
る
所

定
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
り
子
の
養
育
を
支
援
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
） 

第
三
条 

育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
対 

し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
） 

第
四
条 

前
条
の
規
定
は
、
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
五
条 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 



一 

育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

二 

育
児
休
業
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
場
合 

三 
育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合 

２ 

前
項
の
届
出
は
、
養
育
状
況
変
更
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
職
務
復
帰
） 

第
六
条 

育
児
休
業
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
育
児
休
業
の
承
認
が
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
以
外
の
事
由
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た

と
き
、
又
は
育
児
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
（
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

を
除
く
。
）
は
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
職
員
は
、
職
務
に
復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
） 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
任
命
権
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
人
事
異
動
通
知
書

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
の
育
児
休
業
を
承
認
す
る
場
合 

二 

職
員
の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合 

三 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合 

四 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
の
承
認
を
取
り
消
し
、
引
き
続
き
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
以
外
の
子
に
係
る
育
児 

休
業
を
承
認
す
る
場
合 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
に
係
る
勤
務
し
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
） 

第
八
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
休
暇
の
期
間
そ
の
他
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
が
あ
っ
た
期
間
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
期
間
以
外
の
期
間
と
す
る
。 

一 

法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間 

二 

停
職
者
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い



う
。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間 

三 

専
従
休
職
者
（
地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
い
る
職
員
を
い
う
。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間 

四 
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間
を
除
く
。
） 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
九
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と
き
は
、
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
考

慮
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
日
（
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
十
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。
）
又
は
そ
の

い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
の
養
育
の

方
法
） 

第
十
条 

第
二
条
の
規
定
は
、
条
例
第
十
条
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
形
態
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
一
条
の
規
則
で
定
め
る
日
数
は
十
二
日
と
し
、
同
条
の
規
則
で
定
め
る
時
間
は
十
六
時
間
と
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
） 

第
十
二
条 

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
十
三
条 

第
五
条
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
等
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
） 

第
十
四
条 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
、
任
命
権
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
人
事
異
動
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
を
承
認
す
る
場
合 



二 

職
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合 

三 

育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
が
満
了
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
効
力
を
失
い
、
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合 

四 
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
さ
せ
る
場
合
又
は
当
該
短
時
間
勤
務
が
終
了
し
た
場
合 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
） 

第
十
五
条 
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
部
分
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
部
分
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
十
六
条 

第
四
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
部
分
休
業
に
係
る
給
料
の
減
額
方
法
） 

第
十
七
条 

部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
の
減
額
す
べ
き
給
料
の
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
分
の
給
料
に
対
応
す
る
額
を
そ
の
次

の
給
与
期
間
以
降
の
給
料
か
ら
差
し
引
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職
、
休
職
等
の
場
合
に
お
い
て
、
減
額
す
べ
き
給
料
の
額
を
給
料
か
ら
差

し
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
他
の
給
与
か
ら
差
し
引
く
も
の
と
す
る
。 

２ 

部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
時
間
数
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
全
時
間
数
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
三
十
分
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
時
間
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
八
条 

育
児
休
業
承
認
請
求
書
等
の
様
式
そ
の
他
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
四
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 


